別　紙　

井原市民会館食堂施設許可条件

　社会的見地から必要な経営要件を具備し、公共施設にふさわしいサービスに徹した営業に終始し、次に定める許可条件を遵守すること。

1． 使用の許可
　食堂施設の使用許可期間は１年とする。同一人が期間終了後引き続き使用許可を受けようとするときは、これを更新することができる。

2． 目的外使用、権利譲渡及び転貸の禁止
　使用許可を受けた者は、許可をうけた使用目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡、転貸してはならない。

3． 食堂施設の使用中止
　食堂施設の使用者が、その使用を中止しようとするときは、使用を中止する日の２カ月前までにその旨を市長に届け出なければならない。

4． 定休日及び営業時間並びに営業品目
（１）定　休　日　　休館日（水曜日及び１２月２８日から１月４日）
その他会館管理者の承諾を受けた日とする。
（２）営 業 時 間　 原則として午前９時から午後５時までの開館時間内
（３）営 業 品 目　 食堂で販売できる営業品目は、軽食及び喫茶とする。
　　　　　　　　　　具体的営業品目及び価格等については、会館管理者の承諾を受
　　　　　　　　　　けなければならない。

5． 施設の使用料
（１）食堂施設の月額使用料　井原市民会館条例に定める額とする。
　　　　　　　　　　　　　　（月額３０,０００円）
（２）毎月の電力使用料　　　電力会社の算出基準により、計器で算出した額とする。
（３）毎月のガス使用料　　　計器により算出した額とする。
（４）毎月の水道使用料　　　計器により算出した額とする。
（５）毎月の下水道使用料　　毎月の水道使用量により算出した額とする。
（６）使用料は原則として還付しない。




6． 遵守事項
　食堂施設の清潔保持に努め、伝染病の疾患及び食中毒の発生防止に万全の措置を講じ全責任を持って運営すること。
（1） 施設の定員を超えないこと。
（2） 許可を受けないで、メニュー以外の物品を販売しないこと。
（3） 許可を受けないで、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
（4） 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙、釘打ち等をしないこと。
（5） 許可を受けた食堂以外の施設に立ち入り、又は器具等を使用し、若しくは移動しないこと。
（6） 次の各号に該当する者に対しては、入場を拒絶又は退場をさせること。
ア　伝染病の疾患があると認められる者
イ　酩酊していて、他人に迷惑をかける恐れがある者
ウ　青少年の非行につながる恐れがある者
エ　他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける恐れがある者、若しくは動物類（盲導　犬及び介助犬は除く）を携行する者
オ　その他、管理上支障があると認められた者

7． 使用の制限、停止、取消し
[bookmark: _GoBack]　次の各号の一に該当するときは、その使用許可の変更を命じ、制限をし、又は使用許可を取消すものとする。
（1） 使用の許可条件に違反したとき。
（2） 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
（3） 許可を受けないで、特別の施設を設置し、又は備え付けの器具以外の器具を使用したとき。
（4） その他、会館の管理上必要があるとき。

8． 損害の賠償
　　　前項の措置によって、食堂使用者に損害を生じることがあっても、市は賠償の責を負わない。

１０．原状回復の義務
　　（１）使用期間満了後（使用許可の取消し、又は停止を受けたときを含む）は、直ち　　　　
　　　　　に設備その他を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
　　（２）前項の義務を履行しないときは、市長において原状を回復し、これに要した費　　　
　　　　　用を使用者から徴収する。
　　（３）施設又は、付属設備若しくは、器具等をき損し、または滅失したときは、市長の認定に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

１１．その他
　　　（１）食堂施設の戸締り、火気には特に留意すること。
　　　（２）従業員については、住所、氏名等を報告すること。異動があったときも同様とする。
　　　（３）従業員は、識別できる制服、標識を着用し、法令で定める健康診断を受けること。

